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解 説

Ⅷ 畜産の部

１ 家畜飼養戸数及び飼養頭羽数

２月１日現在において、母集団から抽出された乳用牛、肉用牛、豚及び採卵鶏の各

飼養者に対する往復郵送調査により作成した。

また、乳用牛及び肉用牛については、牛個体識別システムのデータを利用すること

により補完している。

２ 生乳及び牛乳等生産量

農林水産大臣が委託した民間事業者による乳製品工場及び牛乳処理場に対するオン

ライン調査又は往復郵送調査により作成した。

用語の解説

乳 用 牛 搾乳を目的として飼養している牛（将来搾乳する目的で飼養している子牛

及びれらに交配する同種のおす牛を含む）。

本調査は乳用牛、肉用牛の区分は品種区分ではなく、利用目的によって区

分するため、調査対象はめすのみとし、交配するためのおすは除いた。

なお、めすの未経産牛 を肉用目的に肥育しているものは肉用牛とし、注1）

搾乳の経験のある牛を肉用に肥育（例えば老廃牛の肥育）中のものは肉用牛

とせず乳牛に含めた。

注1)未経産牛

出生してから、初めて分べんするまでの間の牛。

肉 用 牛 肉用を目的として飼養している乳用牛以外の牛。

豚 肉用及びその繁殖を目的として飼養する豚。

採 卵 鶏 鶏卵を生産する目的で、飼養している鶏。産卵していても愛玩用として飼

養しているものは除いた。

肉 用 若 鶏 食用に供する目的で飼育するふ化後３か月未満の鶏。

（ブロイラー）

種 鶏 採卵用及びブロイラー用のひなの生産を目的として、種卵採取を行うため

の鶏（おすを含む）。


